
INFORMATION

情報のまど

納期限は
１月３１日（火）です
◦市県民税（４期）

◦国民健康保険税（８期）

◦利用者負担額

 （保育料、幼稚園・保育園給食費）

◦介護保険料（８期）

◦後期高齢者医療保険料

◦公共下水道使用料・農業集落

排水施設使用料

納付には、便利な「口座振替」

をご利用ください。

今月の納税

子育て世代の皆さん

の知りたい情報を

各媒体で発信中。

ここまあちねっと

ホームページ
http://kokakosodate.jp

ここまあちねっと

ＬＩＮＥ

メルマガ

「甲賀子育て応援

メール」

子育て

支援センター

だより

ここまあち

インスタ

1月の延長窓⼝
（毎週火曜日19時まで）

10日、17日、

24日、31日です。

毎週火曜日は、市役所市民課で
戸籍・住民票・税証明などの証
明書発行、印鑑登録を19時まで
行っています。
※マイナンバーカードに関する手続

きおよび住民異動（転入・転居・転

出等）はお取り扱いできませんの

でご了承ください。

市民課 
☎69-2138 Ｆax65-6338

問合せ

子育て政策課 子育て政策係　☎69-2176　Ｆax69-2298問合せ

子育て情報はこちらから

甲賀流！子育て応援サイト

ここまあちねっと

【こんな事例があります】

　おやつの時間に餅をストーブで焼き、のりを巻いて食べていたとこ

ろ、のどに詰まり苦しくなった。一緒に飲もうと用意していた緑茶で流し

込んだが、とても怖かった。

【こんなことに気を付けて】

　お餅による窒息事故が毎年起きており、時には死亡事故になるケース

もあります。特に高齢者はかむ力や飲み込む力が弱くなっていて、窒息

や誤飲のリスクが高まっているので、注意が必要です。お餅はあらかじめ

食べやすい大きさに切っておき、食べる前に汁物やお茶などでのどを潤

して、慌てずよくかんで、柔らかくなってから飲み込むようにしましょう。

お正月はお餅を食べる機会が増えますので、十分に注意しましょう。

　万一、このような事故が起きた場合は消費生活センターに情報をお寄

せください。寄せられた情報は、同様の消費者被害の未然防

止に役立てられます。

消費生活のご相談は

甲賀市消費生活センター ☎６９-２１４７ ☎局番なしの１８８（いやや） Ｆax６３-４５８２

消費者トラブルにご用心！

お餅による窒息に注意！

マイナちゃんからの
お知らせ
マイナンバーカードで各種証明書がコ

ンビニで取得できます。（取得できる

証明書は下記までご確認ください。）

　フェルトを組んで、ハート型のギフ

トバッグを作ります。

◦日時　２月４日（土）10時～11時

◦場所　かえで会館

◦対象　市内の小学生

◦定員　先着8人

◦持ち物　鉛筆・消しゴム・定規・ハ

ンドタオル・飲み物

◦申込方法　電話で下記まで

かえで会館
☎８６-４３６３　Ｆax８６‐４９５８

わくわく☆チャレンジクラブ

ハートのギフトバッグ作り 催  し

問合せ

申込み

　ビニール袋で簡単に凧を作ります。

◦対象　未就学児と保護者

◦日時　１月２３日（月）１０時３０分～

１１時３０分

◦場所　たけのこ児童館（信楽・西

教育集会所）

◦定員　先着６組程度

◦持ち物　タオル・のみもの

◦申込方法　電話、ファックスで下

記まで

◦申込締切　１月１６日（月）

たけのこ児童館
☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６

問合せ

申込み

たけのこ子育て広場

凧を作って遊ぼう 催  し

　偏光フィルムを使って美しい色が

現れるステンドグラスを作ります。

◦日時　１月１５日（日）　１０時～１２時

◦場所　くすり学習館

◦定員　親子先着10組（20人）

◦参加料　無料

◦申込方法　電話で申し込み

◦申込締切　１月１２日（木）

※甲南高校がくすり学習館を利用し

て主催される事業です。

くすり学習館
☎88‐8110

親子ものづくり教室第２回

偏光ステンドグラスづくり 催  し

問合せ

申込み

問合せ あいこうか市民ホール（月曜休館）　☎62-2626　Ｆax6２‐2625

◦日時　２月２６日（日）１５時開演

◦場所　あいこうか市民ホール

◦プログラム　ラヴェル／亡き王女のためのパバーヌ、モーツァルト／

　ピアノ協奏曲第１７番ト長調K.453、ドリーブ／バレエ音楽「コッペリア」より

◦入場料　前売一般：１，3００円／18歳以下または65歳以上：１，0００円（当日

各200円増）自由席

◦チケット販売所　あいこうか市民ホール窓口ほか

びわこの風オーケストラ第１６回定期演奏会
催  し

　固定資産税では土地・家屋のほ

か、償却資産（工場の機械、賃貸住宅

や駐車場等の外構・舗装部分、太陽

光発電設備等の事業用資産）につい

ても課税対象となります。資産の所

有者には、毎年１月１日現在に所有し

ている資産について申告をしていた

だく必要があります。

◦申告が必要な方（個人・法人）
　１月１日現在、甲賀市内で会社や

個人で工場や商店を経営している方

や、駐車場やアパートを貸し付けてい

る方等で、事業用資産を所有してい

る方（その資産の貸主を含む）

◦提出期限　１月３１日（火）

税務課　資産税係
☎６９‐２１２９　Ｆax６３‐４５７４

　毎月第２水曜日２０時～２２時は、

コート解放をします。ソフトテニスを

やりたい方は気軽にご参加ください。

◦日時
　１月１１日（水）

　２月  ８日（水）

　３月  ８日（水）

◦場所　水口体育館２面

◦対象　市内在住・在勤の社会人

◦参加費　無料

◦持ち物　体育館シューズ・ラケット

（あれば）・運動が出来る服装・飲み物

（一社）甲賀市スポーツ協会
☎８６-２３４３

　特定の産業に雇用される労働者

に適用される特定（産業別）最低賃

金が改定されました。

詳しくは

滋賀労働局賃金室
☎０７７-５２２-６６５４
東近江労働基準監督署
☎０７４８-２２-０３９４

または、滋賀労働局ホームページで。
ＨＰ https://jsite.mhlw.go.jp/

shiga-roudoukyoku/

（令和４年12月31日発効） 時間額

窯業・土石製品製造業 967円

一般機械器具製造業 978円

精密・電気機械器具製造業 965円

自動車・同附属品製造業 981円

提出先

問合せ

問合せ

問合せ

令和５年度

償却資産の申告について
ソフトテニスをしようよ

滋賀県特定（産業別）

最低賃金改定
（令和４年１２月３１日発効）

お知らせお知らせ

お知らせ

　職種ごとに募集期間は異なりますので、希望される場合は市ホームページ

等をご確認ください。

◦任用期間　令和５年４月１日～令和６年３月３１日

◦募集予定の職種　保育士・幼稚園教諭、家庭相談員、女性相談員、心理士、

児童発達支援センター指導員、看護師、事務員など

※勤務時間や勤務場所などの詳細は、職種によって異なります。市ホー

ムページやハローワークでご確認ください。 市ホームページ

▲

令和５年度採用 会計年度任用職員の募集
募  集

◆しぜんさんぽ《申込制》
◦日時　1月29日(日)14時～15時

◦内容　子どもの森園内の今見られ

る自然を、ゆっくりと観察しながら

歩きます。

◦対象　どなたでも参加可能

◦定員　10名

◦参加費　無料

◆シェアリング★ネイチャーゲーム
《申込制》

◦日時　1月21日(土)10時30分～

11時30分

◦内容　自然と仲良くなりたい人、

一緒に自然を感じるゲームをしま

せんか。

◦対象　どなたでも参加可能

◦定員　12名

◦参加費　無料

◦服装・持ち物等　可能な限り肌が

露出しない、汚れてもいい服装。レ

ジャーシート。バンダナ。雨天決行

時の雨具(レインウェア・傘)その他

詳細申込時に要確認。

◦場所　すべて、みなくち子どもの

森にて開催

◦申込方法　1月4日から申込開始・

電話FAXメールにて受付。

※前日・当日のお申込みはできませ

ん。ご留意ください。

◦申込締切　開催日の前々日17時

締切・先着順。

みなくち子どもの森自然館
☎63-6712　Ｆax63-0466

 koka30104600@city.koka.lg.jp

みなくち

子どもの森の催し

問合せ

申込み

催  し

◦日時　１月２１日（土）　９時３０分～１２時

◦内容　新たな担い手とのつなが

りを創出するため、団体の課題を

整理するとともに担い手に対する

ニーズを具体化・言語化する方法

について学びます。

◦対象　市民活動団体

◦場所　甲賀市まちづくり活動セン

ター「まるーむ」多目的室

市民活動推進課
（甲賀市まちづくり
活動センター「まるーむ」内）
☎７０‐２５９５

課題解決ワーク

ショップを開催します 催  し

問合せ

申込み

問合せ 人事課　☎６９-２１２２　Ｆax６３-４０８６
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